
実践女子大学・実践女子大学短期大学部における公的研究費の管理・監督等責任体系図

最高管理責任者
（学長）【第3条】

統括管理責任者
（副学長） 【第4条】

機関内外からの告発等受付
（総務部）【第17条】

不正防止計画推進部署
（研究推進室） 【第11条】

報告

コンプライアンス推進責任者
（学部長及び短期大学部長等） 【第5条】

コンプライアンス推進責任者
（常務理事） 【第5条】

各学部・部署等
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報告具体策の策定
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・具体策の実施、コンプライアンス教育、啓発活動、モニタリング
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内部監査室 【第12条】


